
第４号様式（第１０条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 第１４回武蔵村山市環境審議会 

開 催 日 時 平成２３年１０月５日（水） （午前９時～午前１１時） 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出 席 者 及 び 

欠 席 者 

出席者：飯田いずみ委員、熊木正好委員、佐藤憲子委員、佐藤敏之委員、 

島村紘委員、大當耕一委員、高橋洋委員、本木靖典委員、 

栁下佳人委員 

欠席者：青柳憲和委員 

事務局：市民生活部長、環境課長、環境課主査（環境保全グループ）、 

環境課主事（環境保全グループ） 

議 題 

１  会長及び副会長の互選について 

２  武蔵村山市年次報告書の点検・評価について 

３ その他 

 

配 布 資 料 

 

・武蔵村山市環境基本条例 

・武蔵村山市環境審議会規則 

・武蔵村山市環境審議会委員名簿 

・武蔵村山市環境基本計画 

・武蔵村山市環境基本計画（概要版） 

・武蔵村山市環境行動指針（市民編・事業編） 

・武蔵村山市年次報告書（平成２２年度版） 

・武蔵村山市年次報告書の事業実施報告及び重点的取組実施報

告を対比した報告書（２１年度と２２年度の比較） 

結 論 
（決定した方針、残さ

れた問題点、保留事項

等を記載する。） 

議題１：会長に柳下佳仁委員、副会長に熊木正好委員を選出した。 

議題２：市長からの諮問を受けて、環境審議会委員が「武蔵村山市年次報

告書」の事業実施報告及び重点的取組実施報告について審議し

た。審議した結果、審議会での意見を踏まえ報告書を修正し、会

長が市長に対し答申を行うこととした。なお、報告書の文書表現

等については、会長と事務局に一任することとなった。 

議題３：今後の環境審議会の開催予定について確認したところ、次回の環

境審議会では環境基本計画の見直しを行うこととなり、日程に

ついては後日決定することとした。 

審 議 経 過 
（主な意見等を原則と

して発言順に記載し、

同一内容は一つにまと

める。） 

 

（○＝委員、 

 ●＝事務局等） 

議題１ 会長及び副会長の互選について 

会長に柳下佳仁委員、副会長に熊木正好委員を選出。 

議題２ 武蔵村山市年次報告書の点検・評価について 

【説明要旨：武蔵村山市年次報告書（平成２２年度版）を参照】 

● 武蔵村山市環境基本計画、武蔵村山市年次報告書の環境施策及び前年

度との評価の変更点を説明。 

【主な意見等、環境目標別】 

○ ８ページで、残堀川に関し東京都に要望をしている項目が平成２１年

度に続き平成２２年度に関してもあるが、東京都と連携して事業を進め

ていった場合に、今後の事業計画はどうなっているのか。 

● 武蔵村山市内の残堀川、空堀川に関しては東京都の計画があり、東京

都が川の整備を行った後に市が維持管理を行うということが多い。その

中で、市民の皆様の意見等をまとめ、毎年、都に要望を出している状況

である。空堀川に関しては、下流から清瀬市、東村山市、東大和市を整

備しており、現在、武蔵村山市の整備を行うところである。残堀川につ



いては、整備は既に終わっており、現在は市で維持管理を行っている。   

また、野山北・六道山公園に関しても、東京都が引き続き整備を行って

いる中で、市が連携、協力を行っている。 

○ １６ページ「②環境に配慮した道路の整備」、「道路の新設や既存道

路の改修の際には、周辺環境に配慮した舗装の採用を進めます。」の取

組状況で、既存道路の改修の際に、再生アスファルトや再生砕石を使用

しているとあるが、従来の舗装と比べ、費用は高くなるのか。 

● 通常の舗装に比べ費用がかかる。 

○ ３１ページ「環境指標 環境学習会、親と子の環境教室の開催回数、

参加人数」で、平成２２年度の評価が C になっているが、参加者が減少

した原因はなにか。 

● 環境学習会は、平成２２年度の参加人数が目標の７０人を下回ってい

るため C 評価とした。参加人数が減少した原因としては、見学先や学習

会の内容等が毎年変わるためであり、それに伴い参加人数が上下するこ

とが考えられる。 

○ ３１ページ「①環境情報の収集・提供」、「図書館に環境コーナーを

設置します。」の取組状況で、図書館に環境問題の本をおおむね一か所

にまとめて配架しているとあるが、なぜ C評価なのか。 

● 図書館で環境関係の本の専用棚をつくるスペースがないため、一か所

にまとめている状態であり、C評価とした。 

○ ３２ページ「学校・職場での環境教育」、「学校職員への環境教育に

関する研修を実施します。」の取組状況で、都教育委員会が主催する環

境教育に関する研修を市内小・中学校の校長及び副校長に実施とある

が、今後の体験学習等が強化されていく計画があるのか。 

● 教職員の環境教育の研修は平成２２年度に実施したところであり、２

３年度以降に環境教育がより充実していく予定である。また、市では小

学生を対象に、毎年、野山北公園で田植・稲刈・脱穀等の水稲栽培体験

を行っている。水稲栽培体験は事業開始から３０年以上継続して行って

おり、今後も引き続き行っていく予定である。 

○ 市では今後どのような街づくりを考えているか。 

● 街づくりという点においては、観光施策検討協議会のなかで、道の

駅、農産物の直売所、武蔵村山市に埋もれている観光資源等の活かし方

について検討しているところである。 

○ 今年の市民祭りや農業まつりに関してはどうなっているのか。 

● 市民祭りに関しては、市民の方々と協働で企画し実施しているところ

であり、今年度に関しては、デエダラ祭りの会場内に環境をテーマとし

た環境フェスタ広場を開き、太陽光パネル等を展示し、市民の皆様に新

たなエネルギーに関して周知していきたいと考えている。 

また、農業まつりに関しては前年度まではデエダラ祭りと同日に開催

をしていたが、今年度は別日程の１１月１９日及び２０日に開催する予

定であり、また、市内の様々な農産物を使った料理を、自治会や PTA が

提供し、順位を競う Food(風土)グランプリを開催する予定である。 

○ １６ページ「環境指標 クリーン作戦におけるごみの回収量」の目標

値が、１，０００Kg に対し、２２年度の実績が８３０Kg で C 評価とな

っているが、ゴミの回収量が目標値に達していないからといって C 評価

にする必要はないのではないか。 

● 目標値については来年度以降見直しを検討する予定である。 

○ ２６ページ「②自然エネルギーの活用」、「自然エネルギーの利用促

進に向けた啓発を行います。」の取組状況で、住宅用新エネルギー利用

機器等設置費補助金の交付を実施とあるが、市民に配るパンフレットに



太陽光発電機器の問題点を載せてはどうか。 

● 現在、東京都も含め、太陽光発電機器の設置については、問題がある

という話はないが、今後そういうことがあれば、パンフレットに掲載す

ることも考えている。 

○ ２６ページ「②自然エネルギーの活用」、「公共施設における自然エ

ネルギーの活用を図ります。」の取組状況で、一中の建替工事で取り付

けた太陽光パネルで発電した電力は、どういう場所で利用されるものな

のか。 

● 一中の建替え工事の件に関しては、再度所管課に確認をし、次回の環

境審議会で報告することとする。 

○ 環境施策の B 評価に関して、施策を平成２１年度以前に実施し、完了

しているものに関しても B評価でいいのか。 

● その通りである。 

○ 環境基本計画の見直しは具体的にいつ行われるのか。 

● 武蔵村山市環境基本計画は今年度に見直しを行う予定である。 

○ ８ページ「環境指標 湧水の保全件数」で、湧水の保全件数の目標値

が２か所となっている理由はなにか。 

● 東京都環境局が発行している「東京の湧水マップ」で、武蔵村山市内

には２か所の湧水地点が登録されているためである。 

○ 以上、質疑がないので、今回の意見を取り込み、年次報告書を修正

し、まとめて答申することとしたいが。 

● 結構である。今回の意見を踏まえ報告書を修正し、市長に答申するこ

ととする。 

○ 議題２の「武蔵村山市年次報告書の点検・評価について」は終了とす

る。 

議題３ その他 

○ 議題３の「その他」に入るが、事務局から何かあるか。 

● 特になし。 

○ 次回第１５回環境審議会の開催の予定はどのようになっているか。 

● 次回の環境審議会では武蔵村山市環境基本計画の見直しを行っていた

だく予定であり、開催日については改めて通知する。 

○ 第１４回武蔵村山市環境審議会を閉会する。 

―以上― 
 

会議の公開・ 

非 公 開 の 別 

☑公  開                傍聴者：   ０ 人 

□一部公開 

□非 公 開 

 ※一部公開又は非公開とした理由 

 

 

会議録の開示・ 

非 開 示 の 別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶 務 担 当 課    市民生活部     環境課   （内線：２９５） 

（日本工業規格Ａ列４番） 

 


